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監修のことば

　本書は、校長・副校長・教頭等の教育管理職試験を受験する方に向け
て、合格するための力が身に付くよう、重要問題を収録した問題集です。
　管理職試験を受験しようとする方々は、おそらく日々の激務の中で、
勉強時間の捻出に悩む人ばかりでしょう。様々な教育問題についての情
報を集めながら同時に問題をこなすことは骨の折れることです。
　本書はそうした受験者に向けて、効率的に、この本１冊で管理職試験
に合格するためのポイントを学び、最新かつ頻出の問題の解き方を身に
付けることができるように工夫しました。

　「第１部　問題編」では、過去の全国の管理職試験における出題傾向
を踏まえ、正誤、空欄適語、択一、短答記述の問題形式別に収録してい
ます。最新・頻出のトピックスをモレなくカバーしており、本書１冊で
重要問題を学習することができます。
　「第２部　論文編」では、校長選考、教頭選考において出題される論
文について、模範解答例を掲載しています。学校管理職者としての主体
性を発揮した、具体的な策を記述する力を身に付けてください。
　「第３部　面接・事前準備編」では、個人面接・集団面接・集団討論
のポイントを示すとともに、個人面接で想定される質問と回答例を示し
ました。また、教育委員会に事前に提出する書類の書き方、最新の教育
情勢についても解説しています。

　本書を参考に、学校管理職者としてのビジョンの構築を図っていただ
きたいというのが、本書の作成に携わった私たちの強い思いです。
　そして、この１冊をフルに活用して、一人でも多くの方が合格を勝ち
取ることを期待しています。

　平成 29 年 3 月
監修者　窪 田 眞 二
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18歳が国政選挙に初めて参加   287
英語教育実施状況調査の結果公表   287
熊本地震で約500校が休校   287
組体操時の怪我、年間8,000件を超える   287
視力が｢1.0未満｣の小学生の割合が最高に   288
体罰で処分の教諭952人、わいせつ行為205人   288
誤った情報による進路指導で自殺   289
大川小訴訟で学校の過失認定   289
全国で22の義務教育学校が開校   289
障害者差別解消法が施行へ   290
法令・答申・通知等   290

【 主要法令名略称 】
●教育機会確保法 ⇒  義務教育の段階における普通教育に相当する

教育の機会の確保等に関する法律
●教科書無償措置法 ⇒  義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関

する法律
●教職給与特別法 ⇒  公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等

に関する特別措置法
●義務教育学校標準法 ⇒  公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定

数の標準に関する法律
●義務教育費国庫負担法 ⇒  義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関

する法律
●憲法 ⇒ 日本国憲法
●高校等就学支援資金法 ⇒  高等学校等就学支援金の支給に関する法律
●個人情報保護法 ⇒  個人情報の保護に関する法律
●就学奨励法 ⇒  就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励につ

いての国の援助に関する法律
●センター法 ⇒  独立行政法人日本スポーツ振興センター法
●男女雇用機会均等法 ⇒  雇用の分野における男女の均等な機会及び待

遇の確保等に関する法律
●地方教育行政法 ⇒  地方教育行政の組織及び運営に関する法律
●地方公務員育児休業法 ⇒  地方公務員の育児休業等に関する法律
●特別支援学校就学奨励法 ⇒  特別支援学校への就学奨励に関する法律
【 判例 】
●最判昭58.2.18 ⇒  最高裁判所判決昭和58年2月18日

凡  例
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1  「チームとしての学校」が求められる背景には、新しい時代に求
められる資質・能力を育む教育課程を実現するための体制整備と
複雑化・多様化した課題を解決するための体制整備の 2 点が挙
げられる。

2  「チームとしての学校」を実現するための専門性に基づくチーム
体制の構築は、教職員の指導体制の充実と、教員以外の専門スタッ
フの参画、地域との連携体制の整備の３点から進められる。

3  「チームとしての学校」を実現するためには、専門性に基づくチー
ム体制の構築と教職員一人一人が力を発揮できる環境の整備の２
つの視点が必要である。

4  教員一人一人が力を発揮できる環境の整備としては、人材育成の
充実と、業務改善の推進、教育委員会等による学校への支援の充
実の３つの取組みが挙げられる。

　次の記述は、「チームとしての学校」に関する記述である。正し
いものに○を、誤りに×をつけなさい。

チームとしての学校 
予想
（正誤） 1

子供と向き合う時間の確保等のための体制整備も考えられる。

多様な人材が学校経営に参画する体制の推進が必要である。

学校のマネジメント機能の強化も必要である。

生徒指導上の問題等を教員一人で抱え込まない「チームとしての

学校」の体制を確立する。

解説

1

4

2
3

予想問題1第 章

1-×　2-○　3-×　4-○正解
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1  「主体的・対話的で深い学び」の実現とは、学校教育における質
の高い学びを実現し、学習内容を深く理解し、資質・能力を身に
付け、生涯にわたって能動的に学び続けるようにすることである。

2  「主体的な学び」とは、学ぶことに興味や関心を持ち、自己の将
来の可能性と関連付けながら、見通しを持って粘り強く取り組み、
自己の学習活動を振り返って次につなげることである。

3  「対話的な学び」とは、子供同士の協働、教職員や地域の人との
対話、先哲の考え方を手掛かりに考えること等を通じ、自己の考
えを広げ深めることである。

4  「深い学び」とは、習得・活用・探究という学びの過程の中で、
各教科等の特質に応じた ｢考え方・視点｣ を働かせながら、知識
を相互に関連付けてより深く理解したり、情報を精査して考えを
形成したり、問題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを
基に創造したりすることに向かうことである。

　次の記述は、「主体的・対話的で深い学び」に関する記述である。
正しいものに○を、誤りに×をつけなさい。

主体的・対話的で深い学び 
予想
（正誤） 2

日々の授業を改善していくための視点を共有し、授業改善に向

けた取組みを活性化していくことが重要である。

｢将来の可能性｣→｢キャリア形成の方向性｣

多様な表現を通じて、教職員と子供や、子供同士が対話し、そ

れによって思考を広げ深めていくことが求められる。

「考え方・視点」→「見方・考え方」

解説

2

1

3

4

1-◯　2-×　3-◯　4-×正解

予
想
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解説　地方教育行政法 31条 3項。

解説　学校教育法施行規則 28条。学校保健安全法施行規則 8、15条。

学級編制及び教職員定数 
記述 40

　学級編制と教職員定数について、法令に基づき述べなさい。

学校表簿 
記述 41

　学校表簿について説明しなさい。

公立義務教育諸学校の学級規模と教職員の配置の適正化を図る
ため、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員の定数の標準に関す
る法律（以下、「義務教育学校標準法」）」で、学級編制及び教職員定数の
標準について定められている。公立の義務教育諸学校の学級編制は、義
務教育学校標準法の規定により都道府県教育委員会が定めた基準を標準
として、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が、当該学校の
児童又は生徒の実態を考慮して行う。
　公立の義務教育諸学校の教職員定数は、義務教育学校標準法に基づき
算定し、児童又は生徒の実態を考慮し、その地方公共団体の条例で定める。

学校表簿とは学校に備えなければならない表簿のことで、学校
教育法施行規則に、①学校関係法令、②学則、日課表、教科用図書配当
表、学校医等の執務記録簿、学校日誌、③職員の名簿・履歴書・出勤簿、
担任学級、担任の教科・科目、時間表、④指導要録・その写し・抄本、
出席簿、健康診断の表簿、⑤入学者の選抜・成績考査の表簿、⑥資産原
簿、出納簿、経費の予算決算の帳簿、標本・模型等の教具目録、⑦往復
文書処理簿、が定められている他、学校保健安全法施行規則に健康診断
票、職員健康診断票が、各教育委員会規則にも必要な表簿が規定されて
いる。

解答

解答

17

1  「主体的・対話的で深い学び」の実現とは、学校教育における質
の高い学びを実現し、学習内容を深く理解し、資質・能力を身に
付け、生涯にわたって能動的に学び続けるようにすることである。

2  「主体的な学び」とは、学ぶことに興味や関心を持ち、自己の将
来の可能性と関連付けながら、見通しを持って粘り強く取り組み、
自己の学習活動を振り返って次につなげることである。

3  「対話的な学び」とは、子供同士の協働、教職員や地域の人との
対話、先哲の考え方を手掛かりに考えること等を通じ、自己の考
えを広げ深めることである。

4  「深い学び」とは、習得・活用・探究という学びの過程の中で、
各教科等の特質に応じた ｢考え方・視点｣ を働かせながら、知識
を相互に関連付けてより深く理解したり、情報を精査して考えを
形成したり、問題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを
基に創造したりすることに向かうことである。

　次の記述は、「主体的・対話的で深い学び」に関する記述である。
正しいものに○を、誤りに×をつけなさい。

主体的・対話的で深い学び 
予想
（正誤） 2

日々の授業を改善していくための視点を共有し、授業改善に向

けた取組みを活性化していくことが重要である。

｢将来の可能性｣→｢キャリア形成の方向性｣

多様な表現を通じて、教職員と子供や、子供同士が対話し、そ

れによって思考を広げ深めていくことが求められる。

「考え方・視点」→「見方・考え方」

解説

2

1

3

4

1-◯　2-×　3-◯　4-×正解

予
想
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解説　小・中学校学習指導要領総則。学校教育法施行規則 51、61、

73、79、79の 8、113、135条。学校教育法施行令 29条。

解説　平成 20年 1月の中央教育審議会答申では、学校保健委員会の

設置の推進や質の向上を図っていく必要性について言及されている。 

授業日と休業日 
記述 42

　学習指導要領で定める小・中学校の授業日について説明しなさい。

学校保健安全委員会 
記述 43

　学校保健安全委員会について説明しなさい。

小・中学校学習指導要領総則で、授業は、年間 35 週（小学校
第 1学年は 34 週）以上にわたって行うよう計画し、週当たりの授業時
数が児童生徒の過度な負担にならないようにするものとしている。授業
日は、通常、休業日を除いた日であるが、各教科等や学習活動の特質に
応じ効果的な場合は、夏季、冬季、学年末、農繁期等の期間に授業日を
設定することができる。なお、学校教育法施行規則で、公立小・中学校
等の休業日を国民の祝日、日曜日、土曜日、教育委員会が定める日とし
ている。

学校保健安全委員会は、法的な設置根拠はないが、学校におけ
る健康に関する課題を研究協議し、児童生徒の健康づくりの実践活動を
推進するための組織である。平成 20 年 6 月の「学校保健法等の一部を
改正する法律」によって、学校保健法が学校保健安全法に改められたこ
とに伴い、従来の学校保健委員会を学校保健安全委員会の名称で設置す
る学校が増えている。学校の教職員、学校医、保護者や児童生徒の代表、
地域の保健関係機関の代表などが構成員になっている。

解答

解答
短
答
記
述
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1　教育制度・政策

教頭選考論文7第 章

教頭
論文

　新しい人事評価システムとして人事評価制度の導入が図られてい
ます。あなたは教頭として、人事評価制度をどのように推進してい
きますか。具体的に述べなさい。（1,200字程度）
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　校長が示す学校経営方針を理解して、教職員が自己目標を立案し教育
活動に取り組むことで、学校の教育力の向上を図ることができる。自己
申告した自己目標に向かって、日々の教育活動の充実を図ることができ
れば、学校は活性化する。私は教頭として校長の指導のもと、管理職と

答案例

人事評価制度は、多くの都道府県教育委員会等で行われ
ている教職員の勤務評価としての新しい評価システムである。教職員の
自己申告と管理職による業績評価を基に、校長・教頭が指導・助言等を
行い教職員の人材育成を図るものである。

出題の意図

1
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等の休業日を国民の祝日、日曜日、土曜日、教育委員会が定める日とし
ている。

学校保健安全委員会は、法的な設置根拠はないが、学校におけ
る健康に関する課題を研究協議し、児童生徒の健康づくりの実践活動を
推進するための組織である。平成 20 年 6 月の「学校保健法等の一部を
改正する法律」によって、学校保健法が学校保健安全法に改められたこ
とに伴い、従来の学校保健委員会を学校保健安全委員会の名称で設置す
る学校が増えている。学校の教職員、学校医、保護者や児童生徒の代表、
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解答

解答
短
答
記
述
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教職員の双方向的なコミュニケーションが図ることができる人事評価制
度を行うように努める。年度当初の面談では、教職員が立案した自己申
告の自己目標については、目標が適切なレベルかどうか、具体的な数値
化した目標を立てているかどうかなど指導助言に努める。そして、自己
申告と日常の授業観察を基に、教職員の職能成長プランを計画して校長
に提出し、教職員の資質・能力の向上に取り組み、学校の教育活動の活
性化を図ることに努める。
2　中間の業績評価を行い、教職員の実践意欲を持続させる
　業績評価でもっとも大切な視点は、公正・公平な評価を行うことであ
る。夏季休業中に教職員に中間申告をさせ、中間までの業績評価を、日々
の教育活動の観察や授業参観などを基に教職員と中間面談をする。教育
活動が不十分で、自己目標が適切なレベルではない場合には、自己目標
の見直しを図り自己目標を修正させて、年度後半の教職員の実践意欲を
持続させるようにする。中間での業績評価ではあるが、教職員一人ひと
りの意欲の向上を図ることができるように努める。そして、適切で的確
な指導・助言により、後半の教職員の実践課題を把握させ、日々の実践
が一層充実するように努めさせる。
3　的確な最終の業績評価を行い、次年度に向けて意欲化を図る
　最終の業績評価では、校長とともに一年間の教育活動に対して、教職
員が納得できる最終評価を行う。管理職による客観的な業績評価が、教
職員自らが実践を見直す必要性を認識する。まず、年度当初に自己申告
した自己目標について、しっかりと自己評価をさせる。最終面談では、
教職員の努力については十分評価し、達成度を基にした業績評価を伝え
るようにする。また、今年度積むことのできた業績を基に、次年度に取
り組む課題について話し合い、課題解決に取り組む意欲化を図り、資質・
能力の向上に向かって努力を続けるようにさせる。
　自己申告・業績評価といった人事評価制度の活用は、教職員の資質・
能力の向上を図ることができる。私は教頭として、一次評価者としての
責務をしっかりと自覚し、公平・公正な教職員の業績評価に努めるとと
もに、より一層研鑽に励む覚悟である。

教
頭
論
文


